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                                            福島県土木部建築指導課 

 

 

 

  改正建築基準法の施行による建築確認・検査の厳正化に伴い、平成２１年７月１日（市

町村受付）から福島県が受け付ける建築確認、中間検査及び完了検査に係る申請手数料を

次のとおり改定します。 

 また、平成２１年７月１日（市町村受付）から福島県が受け付ける道路位置指定申請に

対する審査手数料を新たに徴収することといたします。皆様方には、何卒よろしくお願い

いたします。 

 

 

改正手数料一覧 

①建築物の確認申請手数料 

床面積の合計 新手数料 旧手数料 

３０平方メートル以内のもの ８，０００円 ５，０００円 

３０平方メートルを超え、１００平方メートル以内のもの １５，０００円 ９，０００円 

１００平方メートルを超え、２００平方メートル以内のもの ２３，０００円 １４，０００円 

２００平方メートルを超え、５００平方メートル以内のもの ２９，０００円 １９，０００円 

５００平方メートルを超え、１，０００平方メートル以内のもの ５１，０００円 ３４，０００円 

１，０００平方メートルを超え、２，０００平方メートル以内のもの ７１，０００円 ４８，０００円 

２，０００平方メートルを超え、１０，０００平方メートル以内のもの ２１２，０００円 １４０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え、５０，０００平方メートル以内のもの ３３３，０００円 ２４０，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ６４７，０００円 ４６０，０００円 

 

②建築設備及び工作物の確認申請手数料 

床面積の合計 新手数料 旧手数料 

法第８７条の２ 建築設備 １４，０００円 ９，０００円 

法第８７条の２ 建築設備の変更 ７，０００円 ５，０００円 

法第８８条第１項又は第２項 工作物 １２，０００円 ８，０００円 

法第８８条第１項又は第２項 工作物の変更 ６，０００円 ４，０００円 

 

 

 

 

 

 

●７月１日から建築確認・検査の申請手数料が変

わります。 

 

●７月１日から建築基準法第４２条第１項第５号

項の規定による道路位置指定申請手数料が必要

となります。 

 



③建築物の完了検査申請手数料 

床面積の合計 新手数料 旧手数料 

３０平方メートル以内のもの １４，０００円 １０，０００円 

３０平方メートルを超え、１００平方メートル以内のもの １６，０００円 １２，０００円 

１００平方メートルを超え、２００平方メートル以内のもの ２２，０００円 １６，０００円 

２００平方メートルを超え、５００平方メートル以内のもの   ２９，０００円 ２２，０００円 

５００平方メートルを超え、１，０００平方メートル以内のもの ４９，０００円 ３６，０００円 

１，０００平方メートルを超え、２，０００平方メートル以内のもの ６７，０００円 ５０，０００円 

２，０００平方メートルを超え、１０，０００平方メートル以内のもの １５７，０００円 １２０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え、５０，０００平方メートル以内のもの ２４１，０００円 １９０，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ４８８，０００円 ３８０，０００円 

 

④建築設備及び工作物の完了検査申請手数料 

床面積の合計 新手数料 旧手数料 

法第８７条の２ 建築設備 １８，０００円 １３，０００円 

法第８８条第１項又は第２項 工作物 １３，０００円 ９，０００円 

 

⑤特定工程に係る建築物の完了検査申請手数料 

床面積の合計 新手数料 旧手数料 

３０平方メートル以内のもの １２，０００円 ９，０００円 

３０平方メートルを超え、１００平方メートル以内のもの １５，０００円 １１，０００円 

１００平方メートルを超え、２００平方メートル以内のもの ２０，０００円 １５，０００円 

２００平方メートルを超え、５００平方メートル以内のもの ２８，０００円 ２１，０００円 

５００平方メートルを超え、１，０００平方メートル以内のもの ４６，０００円 ３５，０００円 

１，０００平方メートルを超え、２，０００平方メートル以内のもの ６３，０００円 ４７，０００円 

２，０００平方メートルを超え、１０，０００平方メートル以内のもの １５１，０００円 １１０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え、５０，０００平方メートル以内のもの ２３５，０００円 １８０，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ４８２，０００円 ３７０，０００円 

法第８７条の２ 建築設備 １６，０００円 １２，０００円 

 

⑥建築物の中間検査申請手数料 

中間検査を行う部分の床面積の合計 新手数料 旧手数料 

３０平方メートル以内のもの １３，０００円 ９，０００円 

３０平方メートルを超え、１００平方メートル以内のもの １６，０００円 １１，０００円 

１００平方メートルを超え、２００平方メートル以内のもの ２０，０００円 １５，０００円 

２００平方メートルを超え、５００平方メートル以内のもの ２８，０００円 ２０，０００円 

５００平方メートルを超え、１，０００平方メートル以内のもの ４５，０００円 ３３，０００円 

１，０００平方メートルを超え、２，０００平方メートル以内のもの ６０，０００円 ４５，０００円 

２，０００平方メートルを超え、１０，０００平方メートル以内のもの １３５，０００円 １００，０００円 

１０，０００平方メートルを超え、５０，０００平方メートル以内のもの ２０９，０００円 １６０，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ４２７，０００円 ３３０，０００円 

 

⑦建築設備及び工作物の中間検査申請手数料 

床面積の合計 新手数料 旧手数料 

法第８７条の２ 建築設備 １７，０００円 １２，０００円 

第８８条第１項 工作物 １３，０００円 ９，０００円 

 

⑧道路位置指定の申請手数料 

法第４２条第１項第５号による道路位置指定申請（変更含む） ５０，０００円  

                                                                    

     
    

問い合わせ先：福島県土木部建築指導課 ＴＥＬ０２４－５２１－７５２３ 



 なお、詳しい内容は、所管建設事務所建築住宅課へお問い合わせ下さい。              

                            

各建設事務所建築住宅課のお問い合わせ先はこちらのリンク先を参照してください。 

http://www.pref.fukushima.jp/kenchiku/data/kikaku/kik/soudanmadoguchi/soudanmadoguchi.html 

http://www.pref.fukushima.jp/kenchiku/data/kikaku/kik/soudanmadoguchi/soudanmadoguchi.html
http://www.pref.fukushima.jp/kenchiku/data/kikaku/kik/soudanmadoguchi/soudanmadoguchi.html

